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児
童
虐
待
や
い
じ
め
、
婚
姻
、

離
婚
、
相
続
関
係
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
人
権
問
題
に
つ
い
て
、
人
権

擁
護
委
員
が
無
料
で
相
談
に
応
じ

ま
す
。

　

秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。
ひ

と
り
で
悩
ま
ず
に
お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

○
日
時　

10
月
４
日
（
月
）

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

○
会
場　

　

知
名
町
中
央
公
民
館

　

２
階
会
議
室

　

人
権
擁
護
委
員　

今
井　

勝
彦

　
　
　
　

〃　
　
　

伊
井　

清
勝

【
お
問
合
せ
先
】

役
場
町
民
課

電
話　

０
９
９
７（
93
）
３
１
１
１

　

こ
の
宝
く
じ
の
収
益
金
は
市
町

村
の
明
る
い
ま
ち
づ
く
り
や
環
境

対
策
、
高
齢
化
対
策
な
ど
地
域
住

民
の
福
祉
向
上
の
た
め
に
使
わ
れ

ま
す
。

■
１
等　

１
億
５
千
万
円
×
13
本

  

前
後
賞
各　

５
千
万
円

  

２
等　

１
千
万
円
×
130
本
な
ど

●
発
売
期
間

　

９
月
28
日
�
〜
10
月
16
日
�

●
抽
選
日　

10
月
26
日

☆
税
金
は
納
期
ま
で
に
納
め
ま
し

ょ
う
。

☆
分
割
納
付
を
さ
れ
て
い
る
皆
様

に
お
知
ら
せ
で
す
。

　

督
促
状
は
、
分
割
納
付
を
さ
れ

て
い
る
税
目
に
つ
い
て
も
、
地
方

税
法
に
基
づ
い
て
発
送
さ
れ
ま
す

の
で
、
悪
し
か
ら
ず
ご
了
承
下
さ
い
。

　

ま
た
、
重
複
納
付
を
防
ぐ
為
に

督
促
納
付
書
は
破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

【
お
問
合
わ
せ
先
】
役
場
税
務
課

電
話　
０
９
９
７（
93
）
３
１
１
１

　

平
成
17
年
５
月
に
、
定
期
予
防

接
種
と
し
て
の
日
本
脳
炎
ワ
ク
チ

ン
の
積
極
的
勧
奨
を
差
し
控
え
る

よ
う
、
厚
生
労
働
省
か
ら
の
勧
告

が
あ
り
、
そ
の
後
、
知
名
町
で
も

日
本
脳
炎
の
定
期
予
防
接
種
は
行

っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、

今
年
度
に
入
り
、
安
全
性
や
供
給

実
績
な
ど
か
ら
、
第
１
期
の
３
歳

児
に
つ
い
て
は
積
極
的
勧
奨
を
行

な
う
段
階
に
至
っ
た
も
の
と
厚
生

労
働
省
か
ら
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
町
と
し
て
今
年
度
の
対

象
者
を
左
記
の
よ
う
に
設
定
し
ま

し
た
。

《
知
名
町
の
接
種
計
画
》

◆
平
成
22
年
度
の
接
種
対
象
者

　

平
成
18
年
４
月
２
日
生
〜
平
成

19
年
４
月
１
日
生
ま
で
の
希
望
者

と
し
ま
す
。

※
右
記
以
外
の
対
象
者
（
Ⅰ
期
・

生
後
６
ヵ
月
〜
90
ヵ
月　

Ⅱ
期
・

９
歳
以
上
13
歳
未
満
）
に
つ
い
て

は
接
種
は
可
能
で
す
が
、
ワ
ク
チ

ン
の
供
給
状
況
等
に
よ
り
、
積
極

的
な
接
種
勧
奨
は
で
き
な
い
状
況

に
あ
り
ま
す
。
な
お
、
不
明
な
点

や
質
問
、
接

種
希
望
等
に

つ
い
て
は
、

保
健
セ
ン

タ
ー
へ
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

【
お
問
合
せ
先
】

電
話
０
９
９
７（
93
）
２
０
７
５

オ
ー
タ
ム
ジ
ャ
ン
ボ

宝
く
じ
発
売
！

９
月
・
10
月
は

高
齢
者
元
気
・
ふ
れ
あ
い
推
進
月
間
で
す

９
月
30
日
は
国
民
健
康
保
険
税

第
２
期
の
納
付
期
限
で
す
。

水
俣
病
被
害
者
の
方
へ
の

給
付
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

10
月
１
日
は
国
勢
調
査
で
す

特
設
人
権
相
談
所
の
開
設

　

鹿
児
島
県
は
、
全
国
平
均
に
比

べ
約
10
年
先
行
す
る
形
で
高
齢
化

が
進
ん
で
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
高
齢
者
の
方
々
が
、

長
年
の
経
験
の
中
で
培
っ
て
こ
ら

れ
た
知
識
や
技
能
を
活
か
し
、
地

域
社
会
の
担
い
手
と
し
て
、
生
き

が
い
づ
く
り
、
健
康
づ
く
り
、
地

域
づ
く
り
に
主
体
的
に
参
加
さ
れ

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

県
で
は
、
高
齢
者
の
生
き
が
い

づ
く
り
、
健
康
づ
く
り
等
の
推
進

の
必
要
性
な
ど
に
関
す
る
意
識
の

高
揚
を
図
る
た
め
、
９
月
・
10
月

を
「
高
齢
者
元
気･

ふ
れ
あ
い
推
進

月
間
」
と
定
め
ま
し
た
。

【
主
な
取
組
内
容
】

◆
関
連
行
事
の
集
中
実
施

○
高
齢
者
の
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
等

　

の
生
き
が
い
づ
く
り
・
健
康
づ

　

く
り
等
に
関
す
る
行
事
を
９
月
・

　

10
月
に
集
中
的
に
実
施

◆
「
ね
ん
り
ん
」
の
文
字
の
活
用

◆
高
齢
者
の
生
き
が
い
づ
く
り
等

　

に
関
す
る
意
識
の
啓
発

○
「
高
齢
者
元
気
・
ふ
れ
あ
い
推

　

進
月
間
」
の
幟
（
の
ぼ
り
）
を

　

イ
ベ
ン
ト
会
場
等
で
掲
出

○
広
報
媒
体
，
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
，

　

チ
ラ
シ
等
に
よ
る
広
報

◆
「
高
齢
者
元
気
・
ふ
れ
あ
い
推

　

進
員
」
の
設
置

○
「
高
齢
者
元
気
・
ふ
れ
あ
い
推

　

進
員
」
を
通
じ
て
、
生
き
が
い

　

づ
く
り
、
健
康
づ
く
り
等
の
必

　

要
性
な
ど
の
Ｐ
Ｒ

【
お
問
合
わ
せ
先
】

鹿
児
島
県 

県
民
生
活
局 

長
寿
・
生
き
が
い
推
進
室　

電
話
０
９
９-

２
８
６-

２
５
６
８
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日
本
脳
炎
予
防
接
種
に
つ
い
て

▼
給
付
対
象
者

　

水
俣
湾
な
ど
の
メ
チ
ル
水
銀
で

汚
染
さ
れ
た
魚
な
ど
を
た
く
さ
ん

食
べ
、
手
足
の
先
の
方
の
感
覚
（
触

覚
・
痛
覚
）
が
鈍
い
な
ど
一
定
の

症
状
が
あ
る
方
で
、
申
請
を
さ
れ
、

検
診
・
判
定
の
結
果
該
当
す
る
方

▼
給
付
内
容

　

一
時
金
、
療
養
手
当
、
療
養
費
（
医

療
費
の
自
己
負
担
分
）

※
詳
し
く
は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
お
問
合
せ
先
】
県
庁
環
境
林
務
課

電
話　

０
９
９-

２
８
６-

２
５
８
４

　

今
年
は
５
年
に
一
度
の
国
勢
調

査
が
行
わ
れ
る
年
で
す
。

　

統
計
法
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る

国
勢
調
査
は
、
日
本
に
住
ん
で
い

る
す
べ
て
の
方
が
調
査
対
象
と
な
り
、

回
答
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

９
月
23
日
か
ら
10
月
24
日
に
か

け
て
調
査
員
が
各
家
庭
を
訪
問
し
、

調
査
票
の
配
布
・
回
収
を
行
い
ま
す
。

調
査
票
を
記
入
し
調
査
員
へ
提
出

ま
た
は
役
場
へ
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

　

国
勢
調
査
を
よ
そ
お
っ
た
不
審

な
電
話
や
訪
問
者
な
ど
に
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

　

国
勢
調
査
を
実
施
す
る
に
あ
た

っ
て
金
銭
の
支
払
を
求
め
た
り
す

る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

不
審
に
思
っ
た
際
は
、
役
場
総
務

課
統
計
係
に
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

　

国
勢
調
査
に
つ
い
て
は
、
平
成

22
年
国
勢
調
査
広
報
サ
イ
ト
「
国

勢
調
査
e
―

ガ
イ
ド
」
で

ご
覧
い
た
だ

け
ま
す
。


